
●
地
価
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階
行
政
資
料
閲
覧

コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、
市
立
図
書
館　

内

容
＝
①
公
示
価
格
（
地
価
公
示
法
に
よ
り

国
土
交
通
省
が
1
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

3
月
末
に
公
示
し
た
も
の
）　

②
標
準
価

格
（
国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り
県
知
事
が

7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
9
月
末
に
告
示

し
た
も
の
）　

※
市
内
の
土
地
を
利
用
現

況
別
に
約
百
三
十
カ
所
選
び
、
不
動
産
鑑

定
士
の
評
価
を
基
に
1
平
方
�
当
た
り
の

価
格
で
表
示
し
て
い
ま
す
。

●
学
校
2
学
期
制
モ
デ
ル
校
実
践
発
表
会

　

学
校
2
学
期
制
は
、
本
年
度
か
ら
モ
デ

ル
校
（
小
学
校
7
校
、
中
学
校
3
校
）
で

試
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成　

年
度
か
ら

18

市
内
小
・
中
学
校
全
校
で
実
施
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す　

と
き
＝　

月　

日

11

13

　

時　

分
〜　

時　

と
こ
ろ
＝
市
民
会
館

12

30

17

（
花
園
町
）　

内
容
＝
実
践
発
表
会（
木
風

小
、
柚
木
中
）、
記
念
講
演
「
2
学
期
制
を

導
入
す
る
こ
と
の
意
義
と
課
題
」

●
平
成

年
度
使
用
小
学
校
教
科
用
図
書

17

の
採
択
結
果
を
公
開
し
ま
す

　

平
成　

年
度
使
用
小
学
校
教
科
用
図
書

17

採
択
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
ま
す　

閲

覧
場
所
＝
学
校
教
育
課
、
市
役
所
6
階
行

政
資
料
閲
覧
コ
ー
ナ
ー

●
市
史
の
購
入
は
市
史
編
さ
ん
室
で

　

市
制
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て

発
刊
さ
れ
た
「
佐
世
保
市
史
」
通
史
編
上

下
巻
（
各
七
千
円
）、
軍
港
史
編
上
下
巻

（
各
六
千
円
）、「
佐
世
保
の
歴
史
」（
千
四

百
円
）、「
佐
世
保
事
典
」「
佐
世
保
年
表
」

（
各
千
三
百
円
）
は
、
花
園
町
・
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
内
佐
世
保
市
史
編
さ
ん
室
で

販
売
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

●
市
街
化
区
域
、
市
街
化
調
整
区
域
の
見

直
し
を
実
施

　

県
の
市
街
化
区
域
、
市
街
化
調
整
区
域

見
直
し
の
着
手
に
よ
り
、
本
市
で
は
県
の

見
直
し
基
準
に
基
づ
き
原
案
を
作
成
し
ま

す
。
ご
意
見
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら　

月
12

　

日
ま
で
に
同
課
へ　

※「
見
直
し
基
準
」

28は
同
課
、
各
支
所
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）

●
大
規
模
な
土
地
取
引
は
届
け
出
が
必
要

　

大
規
模
な
土
地
取
引
に
つ
い
て
契
約
し

た
と
き
は
、
国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り
権

利
取
得
者
は
二
週
間
以
内
に
届
け
出
が
必

要
で
す
。
届
け
出
が
必
要
な
規
模
な
ど
詳

し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。　

※
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
平
成

年
成
人
式

17

　

と
き
＝
来
年
1
月
9
日　

※
「
成
人
の

日
」
の
前
日
の
日
曜
日
開
催
で
す　

と
こ

ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O　

対
象
＝

昭
和　

年
4
月
2
日
〜
昭
和　

年
4
月
1

59

60

日
生
ま
れ
の
人

●
狩
猟
解
禁
中
の
山
歩
き
な
ど
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

　

山
野
・
海
岸
な
ど
（
鳥
獣
保
護
区
な
ど

の
規
制
区
域
、
人
家
の
あ
る
場
所
、
公
園
・

公
道
な
ど
を
除
く
）
で
狩
猟
が
解
禁
さ
れ

ま
す　

解
禁
期
間
＝　

月　

日
〜
来
年
2

11

15

月　

日　

※
次
の
こ
と
に
ご
注
意
を
▼
山

15
歩
き
や
山
林
な
ど
で
の
作
業
の
と
き
は
、

目
立
つ
服
装
で
、
ラ
ジ
オ
を
流
す
な
ど
し

て
自
分
の
存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ
う

心
掛
け
を
▼
狩
猟
に
関
す
る
事
故
・
違
反

の
通
報
は
警
察
へ

●

月
は
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
で
す

11建
設
事
業
主
を
は
じ
め
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を　

ス
ロ
ー
ガ
ン
＝
「
夢
築

く　

建
設
の
職
場　

雇
用
改
善
」

●
勤
労
者
福
祉
支
援
事
業

　

次
の
事
業
に
対
し
経
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
▼
就
業
規
則
作
成
・
改
正
▼
労
務

改
善
等
研
修
会
開
催
▼
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

交
流
▼
ミ
ニ
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
設
立　

対
象
＝
中
小
企
業
事
業
主
、

商
工
会
議
所
な
ど
の
団
体　

締
め
切
り
＝

　

月　

日　

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。　

12

31

●
郵
便
ポ
ス
ト
へ
の
い
た
ず
ら
は
絶
対
に

や
め
て
く
だ
さ
い

　

郵
便
ポ
ス
ト
へ
の
い
た
ず
ら
に
よ
り
、

郵
便
物
が
傷
つ
い
た
り
汚
れ
た
り
す
る
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行

為
は
、
郵
便
の
利
用
者
に
多
大
な
迷
惑
を

掛
け
、
処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
絶
対

に
や
め
て
く
だ
さ
い
。

2004.11
●１５ 

さ
ま
ざ
ま
な
人
権

ア
イ
ヌ
の
人
々

北
海
道
な
ど
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い
る
ア

イ
ヌ
の
人
々
や
文
化
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を
図
る
た
め
、
平
成
9
年
に
は
「
ア
イ

ヌ
新
法
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て
就
職
や
結
婚
な
ど
で
差
別
や
偏
見
が
存

在
し
て
い
ま
す
。
な
お
一
層
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
や
文
化
へ
の
認
識
を
深
め
、
尊
重
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
県
北
振
興
局
総
務
企
画
課

                              
（
�
�
0
3
7
4
）

　
■
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　
■
市
役
所
財
産
管
理
課

　
■
佐
世
保
郵
便
局　
　
（
�
�
6
1
0
5
）

　
■
長
崎
労
働
局
職
業
対
策
課

　
　

（
�
0
9
5
・
8
1
3
・
1
9
3
1
）

　
■
長
崎
県
勤
労
者
福
祉
事
業
団
事
務
局

　
　

（
�
0
9
5
・
8
2
6
・
3
4
8
1
）

　
■
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
■
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
■
佐
世
保
市
史
編
さ
ん
室

　
　
　
　
　
　
          
（
�
�
3
3
3
5
）

　
■
市
役
所
都
市
計
画
課

　
■
市
役
所
都
市
計
画
課

●
祝
日
の
可
燃
ご
み
収
集

�　

月　

日（
勤
労
感
謝
の
日
）＝
収
集
し

11

23

　

ま
す

●
大
学
等
新
規
卒
業
者
合
同
企
業
面
談
会

と
き
＝　

月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

11

18

13

16

＝
体
育
文
化
館（
光
月
町
）　

参
加
企
業
＝

約　

社（
予
定
）　

対
象
＝
平
成　

年
3
月

30

17

卒
業
予
定
の
大
学
、
短
大
、
高
専
、
各
種

専
門
学
校
生
と
、
平
成　

年
3
月
に
卒
業

16

し
た
未
就
職
者

●
恩
給
欠
格
者
、
引
揚
者
へ
書
状
を
贈
呈

　

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
な
ど
を
贈
呈

し
ま
す　

対
象
＝
①
旧
軍
人
な
ど
で
恩
給

な
ど
を
受
け
て
い
な
い
恩
給
欠
格
者　

②

終
戦
（
昭
和　

年
8
月　

日
）
に
伴
い
外

20

15

地
（
中
国
大
陸
、
樺
太
、
朝
鮮
半
島
な
ど
）

か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
人　

※
詳
し
く
は

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
請
求
書
類
は
市
役
所

地
域
振
興
課
に
も
あ
り
ま
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
毎
月
、
窓
口
で

納
付
す
る
手
間
が
な
く
な
り
、
納
め
忘
れ

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
老
人
医
療
対
象
者
の
高
額
医
療
費
支
給

申
請
手
続
き

　

月
の
自
己
負
担
限
度
額
（
所
得
に
よ
り

異
な
り
ま
す
）
を
超
え
た
人
は
、
申
請
に

よ
り
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す　

手
続

き
＝
保
険
証
、
老
人
医
療
受
給
者
証
、
郵

便
局
以
外
の
本
人
名
義
の
通
帳
、
印
鑑

（
同
一
世
帯
の
2
人
以
上
の
申
請
で
、
同

一
口
座
に
振
り
込
み
希
望
の
場
合
で
も
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
印
鑑
が
必
要
）
を
持
参
し

て
同
課
か
各
支
所
で　

※
非
課
税
世
帯
で

入
院
時
食
事
代
の
差
額
支
給
申
請
と
併
せ

て
申
請
す
る
場
合
は
、
領
収
書
の
提
示
を
。

●
人
間
ド
ッ
ク
で
体
と
歯
の
チ
ェ
ッ
ク
を

　

①
短
期
（
半
日
）
人
間
ド
ッ
ク　

対
象

＝
老
人
医
療
受
給
者
を
除
く　

歳
以
上
の

30

本
市
国
保
加
入
者　

受
診
場
所
＝
市
内
の

各
指
定
医
療
機
関　

自
己
負
担
金
＝
八
千

円　

定
員
＝
先
着
四
百
人　

受
け
付
け
＝

同
課
、
各
支
所　

②
国
保
精
密
歯
科
健
診

対
象
＝
老
人
医
療
受
給
者
を
除
く　

歳
以

20

上
の
本
市
国
保
加
入
者　

自
己
負
担
金
＝

千
円　

定
員
＝
先
着　

人　

受
診
場
所
、

50

受
け
付
け
＝
佐
世
保
市
歯
科
医
師
会
指
定

の
医
療
機
関　

●
国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険
を
運
営
す
る
上
で
欠
か

せ
な
い
重
要
な
財
源
が
保
険
税
で
す
。
保

険
税
に
未
納
が
で
る
と
国
民
健
康
保
険
の

運
営
に
支
障
が
生
じ
ま
す
。
ま
た
、
保
険

税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保
険
証
の
有
効

期
間
が
短
く
な
る
場
合
や
、
診
療
費
を
一

時
的
に
全
額
（　

割
）
自
己
負
担
し
な
け

10

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険

税
は
納
期
内
に
確
実
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

●

月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
6
期
分
の

11納
付
月
で
す

　

口
座
振
替
や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。

●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝　

月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
市

11

26

10

役
所
3
階
・
理
事
者
控
室

●
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
を

　

▼
住
宅
用
地
の
申
告　

対
象
＝
家
屋

の
新
築
、
解
体
な
ど
で
用
途
の
変
更
が

あ
っ
た
人　

▼
現
有
者
申
告　

対
象
＝
土

地
や
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
り
、
そ
れ

ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
相
続
登

記
を
し
て
い
な
い
人　

▼
家
屋
滅
失
申
告

対
象
＝
災
害
な
ど
で
家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
人　

▼
不
動
産
取
得

税
の
軽
減
（
お
尋
ね
�
県
税
事
務
所
�
�

4
2
1
1
）
＝
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
土

地
・
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
に
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

●
平
成

年
分
の
年
末
調
整
説
明
会

16

　

と
き
＝　

月　

日　

時　

分
〜　

時　

11

25

13

30

15

と
こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O

●１４ 

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

　

4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
�
�
0
6
6
1
）

　
■
佐
世
保
税
務
署　
　

（
�
�
2
1
6
5
）

　
■
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

　
   
（
�
0
1
2
0
・
2
3
4
・
9
3
3
）

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
佐
世
保
公
共
職
業
安
定
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
8
6
0
9
）


